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第Ⅳ部 関係法令 

 
 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律 

（平成二十二年法律第十八号） 

 

目次 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 高等学校等就学支援金の支給（第三条―第十五条） 

第三章 雑則（第十六条―第二十一条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等に

おける教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状

況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受ける

ことができることとすることにより、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じ

た教育を受けることのできる環境の整備を図ることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。 

一 高等学校（専攻科及び別科を除く。以下同じ。） 

二 中等教育学校の後期課程（専攻科及び別科を除く。次条第三項及び第五条第二項において同

じ。） 

三 特別支援学校の高等部 

四 高等専門学校（第一学年から第三学年までに限る。） 

五 専修学校及び各種学校（これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科

学省令で定めるものに限り、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学

校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外

の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部

科学省令で定めるもの（第四条及び第六条第一項において「特定教育施設」という。）を含む。） 

第二章 高等学校等就学支援金の支給 

（受給資格） 

第三条 高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）は、高等学校等に在学する生徒又

は学生で日本国内に住所を有する者（日本国籍を有する者、日本国との平和条約に基づき日本の
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国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）に定める特別永住

者又は出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第二の上欄の永住者の

在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限る。）に

対し、当該高等学校等（その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、これらの

うちいずれか一の高等学校等の課程）における就学について支給する。 

２ 就学支援金は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 

一 高等学校等（修業年限が三年未満のものを除く。）を卒業し又は修了した者 

二 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者 

３ 前項第二号の期間は、その初日において高等学校等に在学していた月を一月（その初日におい

て高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた

月その他の政令で定める月にあっては、一月を超えない範囲内で政令で定める月数）として計算

する。 

（受給資格の認定） 

第四条 前条第一項に規定する者（同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。）は、就学支

援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学

校等（その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校

等の課程）の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方

公共団体の設置するものである場合（当該高等学校等が特定教育施設である場合を除く。）にあ

っては、都道府県教育委員会）に対し、当該高等学校等における就学について就学支援金の支給

を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。 

（就学支援金の額） 

第五条 就学支援金は、前条の認定を受けた者（以下「受給権者」という。）がその初日において

当該認定に係る高等学校等（以下「支給対象高等学校等」という。）に在学する月について、月

を単位として支給されるものとし、その額は、一月につき、支給対象高等学校等の授業料の月額

（授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の月額

に相当するものとして文部科学省令で定めるところにより算定した額をいい、受給権者が授業料

の減免を受けた場合にあっては、文部科学省令で定めるところにより当該授業料の月額から当該

減免に係る額を控除した額をいう。）に相当する額（その額が支給対象高等学校等の設置者、種

類及び課程の区分に応じて政令で定める額（以下この項において「支給限度額」という。）を超

える場合にあっては、支給限度額）とする。 

２ 前項の支給限度額は、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の授業料

の月額その他の事情を勘案して定めるものとする。 

（就学支援金の支給） 

第六条 都道府県知事（支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（支給対象
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高等学校等が特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。）

は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。 

２ 就学支援金の支給は、受給権者が第四条の認定の申請をした日（当該申請が支給対象高等学校

等の設置者に到達した日（次項において「申請日」という。）をいう。）の属する月（受給権者

がその月の初日において当該支給対象高等学校等に在学していないとき、受給権者がその月につ

いて当該支給対象高等学校等以外の高等学校等を支給対象高等学校等とする就学支援金の支給

を受けることができるときその他政令で定めるときは、その翌月）から始め、当該就学支援金を

支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 

３ 受給権者がやむを得ない理由により第四条の認定の申請をすることができなかった場合にお

いて、やむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその申請をしたとき（当該申請が支給対象高等

学校等の設置者に到達したときをいう。）は、やむを得ない理由により当該認定の申請をするこ

とができなくなった日を申請日とみなして、前項の規定を適用する。 

４ 前三項に定めるもののほか、就学支援金の支払の時期その他就学支援金の支給に関し必要な事

項は、文部科学省令で定める。 

（代理受領等） 

第七条 支給対象高等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当

該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。 

（就学支援金の支給の停止等） 

第八条 就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合その他の政令で定める場合

において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通

じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停止する。 

２ 前項の規定により当該月に係る就学支援金の支給が停止された月は、第三条第三項の規定によ

る同条第二項第二号の期間の計算については、その初日において高等学校等に在学していた月に

は該当しないものとみなす。 

第九条 削除 

（支払の調整） 

第十条 就学支援金を支給すべきでないにもかかわらず、就学支援金の支給としての支払が行われ

たときは、その支払は、その後に支払うべき就学支援金の内払とみなすことができる。就学支援

金として支給すべき額を超える額の就学支援金の支給としての支払が行われた場合における当

該超過額の支払についても、同様とする。 

（不正利得の徴収） 

第十一条 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事

は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部

又は一部を徴収することができる。 
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２ 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

（受給権の保護） 

第十二条 就学支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることがで

きない。 

（公課の禁止） 

第十三条 租税その他の公課は、就学支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することが

できない。 

（国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例） 

第十四条 国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第四条、第

六条第一項から第三項まで、第七条、第八条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、

第四条中「設置者を」とあるのは「長を」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事（当該

高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（当該高等学校等が特定教育施設である場

合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会）」とあるのは「文部科学大臣」と、第六条第一

項中「都道府県知事（支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（支給対象

高等学校等が特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。）」

とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項及び第三項中「設置者に」とあるのは「長に」と、

第七条中「支給対象高等学校等の設置者」とあるのは「文部科学大臣」と、「代わって就学支援

金を受領し、その有する」とあるのは「支給すべき就学支援金を国の有する」と、「充てるもの

とする」とあるのは「充てるものとする。この場合においては、当該受給権者に対し、就学支援

金の支給があったものとみなす」と、第八条第一項中「設置者を」とあるのは「長を」と、「都

道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十一条第一項中「都道府県知事」とあるのは「文

部科学大臣」とする。 

２ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人又は国

立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する高

等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第四条、第六条第一項、第八条第一

項及び第十一条第一項の規定の適用については、第四条中「当該高等学校等の所在地の都道府県

知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（当該高等学校等が特定教育施

設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会）」とあり、第六条第一項中「都道府

県知事（支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（支給対象高等学校等が

特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。）」とあり、

並びに第八条第一項及び第十一条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とす

る。 

３ 都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第四条、第

七条及び第八条第一項の規定の適用については、第四条中「設置者を通じて、当該高等学校等の
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所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（当該高等学

校等が特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置

者である都道府県の知事（当該高等学校等が特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」

と、第七条中「支給対象高等学校等の設置者」とあるのは「都道府県知事」と、「代わって就学

支援金を受領し、その有する」とあるのは「支給すべき就学支援金を当該都道府県の」と、「充

てるものとする」とあるのは「充てるものとする。この場合においては、当該受給権者に対し、

就学支援金の支給があったものとみなす」と、同項中「支給対象高等学校等の設置者を通じて、

都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」とする。 

（交付金） 

第十五条 国は、毎年度、第六条第一項の規定により都道府県知事が行う就学支援金の支給に要す

る費用の四分の三に相当する額を負担するものとし、都道府県に対し、当該額を交付する。 

２ 国は、毎年度、予算の範囲内で、第六条第一項の規定により都道府県知事が行う就学支援金に

関する事務の執行に要する費用に相当する額を都道府県に交付する。 

第三章 雑則 

第十六条及び第十七条 削除 

（報告等） 

第十八条 都道府県知事（第十四条第一項又は第二項に規定する就学支援金に係る場合にあって

は、文部科学大臣）は、この法律の施行に必要な限度において、受給権者若しくは支給対象高等

学校等の設置者（国及び都道府県を除く。）若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であ

った者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問

させることができる。 

２ 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（事務の区分） 

第十九条 第四条（第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第六条第一

項、第八条第一項（第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第十一条

第一項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（文部科学省令への委任） 

第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定

める。 

（罰則） 

第二十一条 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は
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百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法（明治四十年法律第四十五号）に正条があるときは、

同法による。 

２ 第十八条第一項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、

若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職

員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当

該各項の罰金刑を科する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、こ

の法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直し

を行うものとする。 

附 則 （平成二五年一二月四日法律第九〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成二十六年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例

による。 

２ この法律の施行の日前から引き続き高等学校等（この法律による改正前の公立高等学校に係る

授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律（次項において「旧法」という。）

第二条第一項に規定する高等学校等をいう。）に在学する者に係るこの法律の施行の日以後の公

立高等学校（同条第二項に規定する公立高等学校をいう。）に係る授業料の徴収及び高等学校等

就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第三条第二項の交付金

の交付については、なお従前の例による。 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前

にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為
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に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他

の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提

起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不

服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場

合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を

経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされ

る場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定に

よる改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起

することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施

行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例に

よることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰

則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

附 則 （令和八年三月三一日法律第八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。 

（高等学校等就学支援金の支給に関する経過措置） 

第二条 令和八年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例によ

る。 

２ この法律の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者（この法律による改正後の高等学

校等就学支援金の支給に関する法律（次条及び附則第五条において「新法」という。）第三条第
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一項に規定する者を除く。）に係る同日以後の高等学校等就学支援金の支給については、なお従

前の例による。 

（交付金に関する経過措置） 

第三条 新法第十五条第一項の規定は、令和八年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給

に要する費用について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給に要する費

用については、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 

（検討） 

第五条 政府は、この法律の施行後三年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案し

つつ、高等学校等就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 

（平成二十二年政令第百十二号） 

 

内閣は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平

成二十二年法律第十八号）第三条第二項、第四条第三項、第六条第一項（同条第二項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）及び第二項並びに第九条第一項の規定に基づき、この政令を制

定する。 

 

（高等学校等に在学した期間の計算の特例） 

第一条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十八号。以下「法」とい

う。）第三条第三項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。 

一 その初日において在学していた高等学校等（法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同

じ。）が高等学校定時制課程等（高等学校（専攻科及び別科を除く。以下同じ。）若しくは中

等教育学校の後期課程（専攻科及び別科を除く。以下同じ。）の定時制の課程若しくは通信制

の課程又は専修学校（高等学校の課程に類する課程であって、夜間その他特別な時間において

授業を行うもの又は通信による教育を行うものを置くものとして文部科学省令で定めるもの

に限る。）をいう。次号において同じ。）のみであった月 

二 その初日において在学していた高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の高等学

校等であった月（当該高等学校定時制課程等が当該月に係る支給対象高等学校等（法第五条第

一項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。）であった月に限る。） 

２ 法第三条第三項の政令で定める月数は、一月の四分の三に相当する月数とする。 

（支給限度額） 

第二条 法第五条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

一 国（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人

及び国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人を含

む。第三号において同じ。）の設置する高等学校等（第四号に掲げるものを除く。） 次に掲

げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 

イ 高等学校等（ロからホまでに掲げるものを除く。） 九千六百円 

ロ 特別支援学校の高等部 四百円 

ハ 高等専門学校（第一学年から第三学年までに限る。次号ホにおいて同じ。） 一万九千五

百五十円 

ニ 専修学校（高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限

る。以下この条において同じ。） 一万三千九百円 
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ホ 法第二条第五号に規定する特定教育施設（次号ヘにおいて単に「特定教育施設」とい 

う。） 九千九百円 

二 地方公共団体（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する

地方独立行政法人を含む。次号において同じ。）の設置する高等学校等（第四号に掲げるもの

を除く。） 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 

イ 高等学校等（ロからトまでに掲げるものを除く。） 九千九百円 

ロ 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。）の定時制の課

程 二千七百円 

ハ 高等学校の通信制の課程 五百二十円 

ニ 特別支援学校の高等部 四百円 

ホ 高等専門学校 一万九千五百五十円 

ヘ 専修学校（トに掲げるものを除く。）、各種学校（高等学校の課程に類する課程を置くも

のとして文部科学省令で定めるものに限る。）及び特定教育施設 三万八千百円 

ト 専修学校（高等学校の課程に類する課程であって通信による教育を行うものを置くものと 

して文部科学省令で定めるものに限る。次号ロにおいて「専修学校通信制学科」とい

う。） 二万八千百円 

三 国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等（次号に掲げるものを除く。） 次に掲

げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 

イ 高等学校等（ロに掲げるものを除く。） 三万八千百円 

ロ 高等学校の通信制の課程及び専修学校通信制学科 二万八千百円 

四  高等学校及び専修学校で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるも

の 受給権者（法第五条第一項に規定する受給権者をいう。次条において同じ。）が当該学校

に在学中の各月に支給される高等学校等就学支援金（同条第二項において「就学支援金」とい

う。）の額の総額が百三十七万千六百円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目

の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額 

（就学支援金の支給の停止） 

第三条 法第八条第一項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合と

する。 

２ 就学支援金は、法第八条第一項の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する

場合に該当する旨の申出をした日（当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をい

う。）の属する月の翌月から当該場合に該当しなくなった旨の申出をした日（当該申出が支給対

象高等学校等の設置者に到達した日をいう。）の属する月までの間、その支給を停止する。 

附 則 抄 

（施行期日） 
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１ この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二三年一二月一六日政令第三九六号） 

この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。 

附 則 （平成二四年七月二五日政令第二〇〇号） 

（施行期日） 

１ この政令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支

給に関する法律施行令第四条第一項及び第三項の規定は、平成二十四年七月分以降の月分の高等

学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給

については、なお従前の例による。 

附 則 （平成二五年三月二九日政令第九九号） 

（施行期日） 

１ この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支

給に関する法律施行令（次項において「新令」という。）第二条第一項の規定は、平成二十五年

四月以後の月に係る私立高等学校等（公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支

援金の支給に関する法律第二条第三項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。）に在学し

た期間の計算について適用し、同年三月以前の月に係る私立高等学校等に在学した期間の計算に

ついては、なお従前の例による。 

３ 新令第三条の規定は、平成二十五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について

適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

附 則 （平成二六年三月三一日政令第一二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二八年一一月二四日政令第三五三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二九年一二月八日政令第三〇一号） 

（施行期日） 

１ この政令は、平成三十年七月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第一条第二項及び
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第四条第二項の規定は、平成三十年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適

用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

附 則 （令和二年三月三〇日政令第八九号） 

（施行期日） 

１ この政令は、令和二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（次項において「新

令」という。）第一条第二項の規定は、令和二年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支

給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前

の例による。 

３ 新令第四条第二項の規定は、令和二年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給につい

て適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例によ

る。この場合において、同年四月分から六月分までの高等学校等就学支援金の支給に係る同項の

規定の適用については、同項中「算定基準額が十五万四千五百円」とあるのは「保護者等の令和

元年度分の道府県民税所得割（地方税法の規定による道府県民税（同法の規定による都民税を含

む。以下この項において同じ。）の同法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割（同法第五十条

の二の規定によって課する所得割を除く。）をいう。）の額と市町村民税所得割（同法の規定に

よる市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割（同法第三百二十八条の規定

によって課する所得割を除く。）をいう。）の額とを合算した額が二十五万七千五百円」と、「市

町村民税」とあるのは「道府県民税及び市町村民税」と、「同条第二項」とあるのは「法第五条

第二項」とする。 

附 則 （令和四年六月二二日政令第二二七号） 

（施行期日） 

１ この政令は、令和四年七月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第一条第二項の規定は、令和四年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給に

ついて適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例

による。 

附 則 （令和五年三月三〇日政令第一〇三号） 

（施行期日） 

１ この政令は、令和五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第一条第三項及び第四条第二項の規定は、令和五年四月分以降の月分の高等学校等就

学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給について
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は、なお従前の例による。 

附 則 （令和八年三月三十一日政令第八八号） 

 この政令は、令和八年四月一日から施行する。 
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 

（平成二十二年文部科学省令第十三号） 

 

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二

年法律第十八号）第二条第一項第五号、第五条、第六条第一項、第七条第四項、第九条第一項及び

第十九条並びに公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法

律施行令（平成二十二年政令第百十二号）第三条第三号及び第四条第二項第一号の規定に基づき、

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則を次

のように定める。 

 

（専修学校及び各種学校） 

第一条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十八号。以下「法」とい

う。）第二条第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くも

のとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一 専修学校の高等課程 

二 専修学校の一般課程であって、次に掲げる教育施設の指定を受けたもの 

イ 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第二十二条第一号に規定する学校

又は同条第二号に規定する准看護師養成所 

ロ 調理師法（昭和三十三年法律第百四十七号）第三条第一項第一号に規定する調理師養成施

設 

ハ 製菓衛生師法（昭和四十一年法律第百十五号）第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施

設 

三 各種学校であって、前号イからハまでに掲げる教育施設の指定を受けたもの 

２ 法第二条第五号の学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校以外の教

育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別

の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定め

るものは、独立行政法人海技教育機構法（平成十一年法律第二百十四号）による独立行政法人海

技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。 

（永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者） 

第一条の二 法第三条第一項に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

一 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）別

表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該

当するもの 
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イ 本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、

義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修

了した者 

ロ 高等学校等（法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。）の卒業又は修了後、就

労して引き続き本邦に在留する意思があると認められるもの 

二 入管法別表第二の日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留

する者 

三 入管法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、永住する意思があ

ると認められるもの 

（在学期間の計算の特例等） 

第二条 法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。 

一 日本国内に住所を有していなかった期間（その初日において日本国内に住所を有していなか

った月を一月として計算し、高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）の支給を

受けることのできた月を除く。） 

二 令和八年四月一日以後に次のいずれにも該当しない者が高等学校等を休学していた期間（そ

の初日において休学していた月を一月として計算する。以下この項において同じ。） 

イ 日本国籍を有する者 

ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平

成三年法律第七十一号）に定める特別永住者（次条第四項及び第五項において単に「特別永

住者」という。） 

ハ 入管法別表第二の永住者の在留資格をもって本邦に在留する者（次条第五項において「永

住者」という。） 

ニ 前条各号に掲げる者 

三 平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に高等学校等就学支援金の支給

に関する法律の一部を改正する法律（令和八年法律第八号）による改正前の法第三条第二項第

三号に該当する者が高等学校等を休学していた期間 

四 法の施行前に法第三条第一項に規定する者（次号において「生徒等」という。）が公立高等

学校等（地方公共団体の設置する高等学校（専攻科及び別科を除く。以下同じ。）、中等教育

学校の後期課程（専攻科及び別科を除く。以下同じ。）及び特別支援学校の高等部並びに第一

条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第三号に掲げる各種学校をいう。次号に

おいて同じ。）以外の高等学校等を休学していた期間 

五 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部

を改正する法律（平成二十五年法律第九十号）の施行前に生徒等が公立高等学校等を休学して

いた期間 
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２ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成二十二年政令第百十二号。以下「令」

という。）第一条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一

号及び第二号に掲げるもの（専修学校設置基準（昭和五十一年文部省令第二号）第四条第一項第

二号に規定する夜間等学科又は同項第三号に規定する通信制の学科に限る。）とする。 

（受給資格の認定及び通知等） 

第三条 法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者（以下この項において「受給資格者」

という。）が、様式第一号による申請書に、当該受給資格者の個人番号カードの写し等（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七

号）第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。）を添付して、当該受

給資格者が在学する高等学校等（その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、

その選択した一の高等学校等の課程。次項において同じ。）の設置者を通じて、当該高等学校等

の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（当該高等

学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教

育委員会。以下同じ。）に提出することによって行わなければならない。 

２ 都道府県知事は、法第四条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を

同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知し

なければならない。 

３ 受給権者（法第五条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。）は、氏名を変更したとき

は、その旨を支給対象高等学校等（同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。）の

設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を支給対象高等学校等の設置者を

通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。 

一 国籍の変更があったとき 

二 特別永住者となったとき又は特別永住者でなくなったとき 

三 在留資格の変更があったとき 

四 在留期間の更新があったとき 

５ 都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合その他の場合において、受給権者が次の

各号のいずれかに該当すると認めたときは、その旨及び当該受給権者に係る就学支援金の支給を

受ける事由が消滅した旨を当該受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学

校等の設置者を通じて、通知しなければならない。 

一 日本国籍を有しなくなり、特別永住者、永住者又は第一条の二各号に掲げる者のいずれにも

該当しないとき。 

二 日本国籍を有せず、特別永住者、永住者又は第一条の二各号に掲げる者のいずれにも該当し

なくなったとき。 
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（受給事由消滅の届出及び通知） 

第四条 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学

支援金の支給を受ける事由が消滅したとき（当該受給権者が高等学校等に通算して三十六月在学

した上で高等学校等（修業年限が三年未満のものを除く。）を卒業し若しくは修了した者又は高

等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者となったときを除く。）は、その旨を速

やかに都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき（当該届出が法第三条第二項第一号に該

当する者となった受給権者に係るものであるときを除く。）は、その旨を当該届出に係る受給権

者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなけれ

ばならない。 

（授業料の月額等） 

第五条 法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支

給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。 

一 二月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校等 当該期間における授業

料の額を当該期間の月数で除した額 

二 生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等（高等学校、

中等教育学校の後期課程及び専修学校（第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。）

に限る。） 受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目（以下この号及び

第七条第四項において「履修科目」という。）のうちの各科目の一単位当たりの授業料の額を

当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目の全ての単位について合算した

額 

２ 法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより授業料の月額から減免に係る額を控除

した額は、支給対象高等学校等の授業料の月額（授業料の額が年額その他月額以外の方法により

定められている場合にあっては、前項各号に定めるところにより算定した額をいう。）から、当

該授業料の月額に係る減免額（授業料の減免額が年額その他月額以外の方法により定められてい

る場合にあっては、授業料の減免額の総額を減免に係る期間の月数で除した額をいう。）を控除

した額とする。 

（授業料の額の提出等） 

第六条 支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証

明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。当該授業料の額を変更したとき

も、同様とする。 

２ 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その

授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。 

（生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額
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等） 

第七条 令第二条第一号ニに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び

第二号に掲げるものとする。 

２ 令第二条第二号ヘに規定する文部科学省令で定める各種学校は、第一条第一項第三号に掲げる

ものとする。 

３ 令第二条第二号トに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二

号に掲げるもの（専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科に限る。）とす

る。 

４ 令第二条第四号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの

各科目の一単位当たりの支給限度額（次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額（当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっ

ては、当該一単位当たりの授業料の額）を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をい

う。）を履修科目の全ての単位について合算した額とする。 

一 国（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人

（第十四条第二項において単に「独立行政法人」という。）及び国立大学法人法（平成十五年

法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人（第十四条第二項において単に「国立

大学法人」という。）を含む。第三号において同じ。）の設置する高等学校等 次に掲げる区

分に応じて、それぞれ次に定める額 

イ 高等学校等（ロに掲げるものを除く。） 四千六百六十八円 

ロ  専修学校（第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。次号ニにおいて同

じ。） 六千七百五十六円 

二 地方公共団体（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する

地方独立行政法人を含む。次号において同じ。）の設置する高等学校等 次に掲げる区分に応

じて、それぞれ次に定める額 

イ 高等学校等（ロからホまでに掲げるものを除く。） 四千八百十二円 

ロ 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。ハ及び次号ロにおいて同じ。）の定時制の課

程 千七百四十円 

ハ 高等学校の通信制の課程 三百三十六円 

ニ 専修学校（ホに掲げるものを除く。） 一万八千五百二十八円 

ホ 専修学校通信制学科（令第二条第二号トに規定する専修学校通信制学科をいう。次号ロに

おいて同じ。） 一万三千六百六十八円 

三 国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次

に定める額 

イ 高等学校等（ロに掲げるものを除く。） 一万八千五百二十八円 
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ロ 高等学校の通信制の課程及び専修学校通信制学科 一万三千六百六十八円 

５ 前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月（以下この項及び次項において「算定

月」という。）の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定

月に履修を開始する科目の単位数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始す

る科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。 

６ 第四項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目

であって当該科目を履修する期間を満了したもの（同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等

以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目

を履修する期間を満了したものを含む。）の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前

月までに履修を開始した科目の単位数（これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限

る。）並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算

定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することが

できない。 

（就学支援金の額の通知） 

第八条 都道府県知事は、各年度における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の

額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該

受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当

該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支

援金であるときその他文部科学大臣が定めるときは、この限りでない。 

（就学支援金の支払の時期） 

第九条 就学支援金の支払の時期は、都道府県知事が定めるところによる。 

（就学支援金の支給の停止） 

第十条 法第八条第一項の規定による申出は、受給権者が、様式第二号による申出書を支給対象高

等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 

２ 法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第三条第一項に規定する場合に該当し

なくなったときは、様式第三号による申出書を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府

県知事に提出しなければならない。 

３ 都道府県知事は、法第八条第一項の規定による申出により就学支援金の支給を停止したとき又

は前項の申出に基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者

に対し、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。 

（支給実績証明書） 

第十一条 都道府県知事は、受給権者又は受給権者であった者から請求があった場合には、就学支

援金の支給の実績を証明する書類を発行しなければならない。 
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（身分を示す証明書） 

第十二条 法第十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関

が発行する身分証明書とする。 

（事務の委託） 

第十三条 都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者

その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することがで

きる。 

（国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例） 

第十四条 国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第

四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設

置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方

公共団体の設置するものである場合（当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設

である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。）」とあるのは「文部科学

大臣」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条及び第八条中「都道府県知事」とあるの

は「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは

「文部科学大臣」と、第十条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文

部科学大臣」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府

県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」と

する。 

２ 独立行政法人又は国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学

支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用について

は、第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体

の設置するものである場合（当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場

合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。）」とあるのは「文部科学大臣」と、

同条第二項から第五項まで、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条中「都道府県知

事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。 

３ 都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第

四条、第六条、第八条、第十条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通

じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するもの

である場合（当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。）に

あっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事（当該高等学校等が

法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項か

ら第五項まで、第四条、第六条、第八条及び第十条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設

置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

（専修学校及び各種学校の特例） 

２ 第一条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程には、当分の間、理容師法（昭和二十二年法

律第二百三十四号）第三条第三項に規定する理容師養成施設（理容師養成施設指定規則（平成十

年厚生省令第五号）附則第三条の規定により同条に規定する学校教育法第五十七条に規定する者

を入所させるものに限る。以下この項において単に「理容師養成施設」という。）又は美容師法

（昭和三十二年法律第百六十三号）第四条第三項に規定する美容師養成施設（美容師養成施設指

定規則（平成十年厚生省令第八号）附則第三条の規定により同条に規定する学校教育法第五十七

条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「美容師養成施設」という。）

の指定を受けた専修学校の一般課程を含むものとし、第一条第一項第三号に掲げる各種学校に

は、当分の間、理容師養成施設又は美容師養成施設の指定を受けた各種学校を含むものとする。 

（生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額

に係る単位数の特例） 

３ 令和三年四月分から令和五年三月分までの就学支援金の支給については、第七条第五項の規定

は、適用しない。 

附 則 （平成二四年三月二三日文部科学省令第七号） 

１ この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。 

２ 第二条の規定による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金

の支給に関する法律施行規則の様式による書類は、平成二十四年四月三十日までの間は、これを

使用することができる。 

附 則 （平成二四年七月二五日文部科学省令第三一号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二五年二月二〇日文部科学省令第三号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二五年三月五日文部科学省令第四号） 

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二五年三月二九日文部科学省令第一二号） 

（施行期日） 

１ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支

給に関する法律施行規則第五条第一項の規定は、平成二十五年四月分以降の月分の高等学校等就
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学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給について

は、なお従前の例による。 

附 則 （平成二六年三月三一日文部科学省令第一三号） 抄 

（施行期日） 

１ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第

二号及び第三号の規定は、この省令の施行の日以降同項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び

同項第三号に掲げる各種学校の第一学年に入学する生徒に係る高等学校等就学支援金の支給か

ら適用する。 

附 則 （平成二七年三月一九日文部科学省令第六号） 

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二八年三月一五日文部科学省令第三号） 

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二九年三月一四日文部科学省令第五号） 

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二九年三月三一日文部科学省令第一二号） 

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行の日（平成二十九年四月一日）から施行する。 

附 則 （平成三〇年六月一四日文部科学省令第二一号） 

（施行期日） 

１ この省令は、平成三十年七月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第三条第一項及

び様式第一号の規定は、平成三十年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適

用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

附 則 （平成三一年三月一二日文部科学省令第六号） 

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則 （令和元年七月一日文部科学省令第九号） 

（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。 
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附 則 （令和二年三月三一日文部科学省令第一一号） 

この省令は、令和二年七月一日から施行する。 

附 則 （令和二年一〇月九日文部科学省令第三六号） 

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

附 則 （令和三年三月二六日文部科学省令第一一号） 

（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

附 則 （令和四年二月七日文部科学省令第二号） 

（施行期日） 

１ この省令は、令和四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

附 則 （令和四年六月三〇日文部科学省令第二三号） 

（施行期日） 

１ この省令は、令和四年七月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

附 則 （令和五年三月三〇日文部科学省令第一一号） 

（施行期日） 

１ この省令は、令和五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の規定は、令和五年四月分以降の

月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支
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援金の支給については、なお従前の例による。 

附 則 （令和六年一一月一八日文部科学省令第三一号） 

（施行期日） 

１ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

附 則 （令和七年五月二六日文部科学省令第一五号） 

（施行期日） 

１ この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日（令和七年六月一日）から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ この省令の施行の際現にある第一条、第三条、第四条及び第六条の規定による改正前の様式（次

項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、それぞれ、第一条、第三条、第

四条及び第六条による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

附 則 （令和七年八月二八日文部科学省令第二一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 

附 則（令和八年三月三十一日文部科学省令第一八号） 

（施行期日） 

１ この省令は、令和八年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の日前から引き続き第一条の規定による改正前の高等学校等就学支援金の支

給に関する法律施行規則第一条第一項第四号に掲げる各種学校（第二条の規定による改正前の公

立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一

部を改正する省令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正

前の第一条第一項第二号ハの規定による指定を受けている各種学校を含む。）に在学する者に係

る同日以後の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

３ この省令の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者（令和八年三月三十一日において

受給権者であった者に限る。）に係る第一条の規定による改正後の高等学校等就学支援金の支給

に関する法律施行規則第三条第一項の申請に係る様式は、第一条の規定による改正後の様式第一
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号にかかわらず、文部科学省初等中等教育局長が別に定める様式によることができる。 
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